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③実質公債費比率
（単位：％、百万円）

（１） （２） （３） （４） （５）

12.7 55,732 5,578 419 37,800 219,583

12.8 56,752 4,875 469 38,508 215,783

12.8 57,237 4,336 439 38,516 215,679

12.7 58,974 4,093 486 40,271 216,201

(12.7)

12.7 ％ ※（　）書きは前年度決算算定値

の３ヵ年平均実質公債費比率　　　　　＝

（５）－（４）

［（１）＋（２）］－［（３）＋（４）］

区分

平成２３年度

平成２４年度

平成２２年度

健全化判断比率等 算定方法

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模の額

連結実質赤字比率　　＝

実質赤字比率　　　　＝

標準財政規模

実質公債費
比率 地方債の

元利償還金
準元利償還金

元利償還金
又は準元利

償還金に充て
られる特定財源

算入公債費
及び算入準
公債費の額

平成２５年度

３ヵ年平均

実質赤字比率の
算定に関係する
会計
（一般会計等）

（用品調達等集中管理事業、収入証紙、公債管理、給与集中管理、母子寡婦福祉資金貸
付事業、中小企業近代化資金助成事業、沿岸漁業改善資金助成事業、県営林事業、林
業・木材産業改善資金助成事業、農業改良資金助成事業、県立学校農業実習、育英奨学
事業）

（天神川流域下水道事業、県営境港水産施設事業、港湾整備事業）

（電気事業、工業用水道事業、埋立事業、病院事業）

連結実質赤字比
率の算定に関係
する会計

連結実質赤字額

標準財政規模の額

別紙



④将来負担比率
（単位：百万円、％）

平成２４年度 平成２５年度 増減

1 679,942 678,597 △ 1,345

2 3,193 2,156 △ 1,037

3 11,707 7,100 △ 4,607

4 11,128 13,038 1,910

5 89,856 84,505 △ 5,351

6 6,297 6,133 △ 164

7 0 0 0

8 0 0 0

Ａ 802,123 791,529 △ 10,594

9 87,913 86,239 △ 1,674

10 10,929 10,600 △ 329

11 499,301 503,060 3,759

Ｂ 598,144 599,900 1,756

Ｃ 215,679 216,201 522

Ｄ 38,516 40,271 1,755

(115.1)

＝ 108.9 ％

※（　）書きは前年度決算算定値

○資金不足比率 （単位：百万円、％）

資金の不足額 （　　-　　）

＝ －

事業の規模

※（　）書きは前年度決算算定値

特別会計

公営企業会計

一般会計等以外の会計の地方債償還に充てるための一般会
計等からの繰入見込額

管理組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担
見込額

退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額

設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額（県の損
失補償に係るもの）

Ａ　将来負担額　－　Ｂ　充当可能財源等

Ｃ　標準財政規模　－　Ｄ　算入公債費等の額

地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入さ
れることが見込まれる額

充当可能財源等（９～１１の計）

標準財政規模

将来負担比率 　＝

算入公債費及び算入準公債費の額

※端数処理により、合計と内訳は一致しない部分がある。

将来負担額（１～８の計）

地方債の償還額等に充当可能な基金の残高の合計額

地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額

連結実質赤字額

組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額

区　　　　　　分

一般会計等に係る地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

資金不足比率の
算定を行う会計
（各会計ごとに算
定）

－

各会計の営業収益の額

（天神川流域下水道事業、県営境港水産施設事業、港湾整備事業）

（電気事業、工業用水道事業、埋立事業、病院事業）

資金不足比率　　　＝

（　　－　　）


